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問合せは、本会・事務局までお願いします。電話０３－５３３９－８２８８お 知 ら せ

◆東京都知事指定／第21回 建築士事務所の管理講習会
国土交通大臣の指定法人による／第９回 建築士事務所の開設者研修会
建築士法第２２条並びに同法施行規則第１７条の３６に定められている建築士の知識及び

技能の維持向上のために、東京都知事の指定を受けて毎年実施している定期講習会です。
受講者には「受講証明書」を交付します。
東京都庁で、建築士事務所登録の更新手続き時には、受講証明書の写しを添付書類として提
出して下さい。
管理講習会、開設者研修会を同日に開催します。
特に平成１９年中に登録更新を迎える建築士事務所の管理建築士をはじめ、管理的立場に

ある方は、この機会にぜひ受講されますようお勧めします。
◇日 時 １１月１７日（金）１０:３０～１６:３０（予定）◇会場 ＪＡビル(９階)ホール(定員 ４５０名)
◇受講料 会員・後援団体会員 １３,０００円 一般 １６,０００円 (テキスト代・消費税込)
※詳しい案内は、ホームページをご覧ください。

お 知 ら せ
◆第１０回ＴＥＰＣＯ快適住宅コンテスト「作品部門」の募集 〆切11月30日まで

テーマ 「人にも環境にも優しい快適住宅 」
審査委員 小玉祐一郎氏（神戸芸術工科大学教授）、坂本雄三氏（東京大学大学院教授）他

(A) ２００１年１月１日～２００６年１０月３１日までに竣工した住宅。応募資格
(B) エネルギーの有効活用(例えば夜間の電力を積極的に利用したもの) や省エネル
ギーに寄与する住宅｡

(C) 安全、健康に配慮し、居住快適性をもたらす機能・デザインをもつもの。
(D) 環境（地域環境・地球環境・居住環境）にやさしい住宅の応募を歓迎。
(E) 集合住宅の応募も歓迎。

登録・問合先 「TEPCO快適住宅コンテスト」事務局 （ＦＡＸ ）03-3818-6742
◆実務者のための｢既存鉄骨造体育館等の耐震改修の手引きと事例｣講習会

主催：（財）日本建築防災協会
◇日 時 １１月２０日（月）１０:００～１７:００
◇会 場 科学技術館 サイエンスホール 定員 ３００名
※詳しい案内は、日本建築防災協会ホームページをご覧下さい。

◆日経住まいのリフォーム博２００６（第２回）
◇日 時 １２月１４日（木）～１７日（日）１０:００～１７:００(最終日は１６:００迄)
◇会 場 東京ビッグサイト 西１･２ホール 入場無料
※本会からは建築相談員を派遣し、協力します。

◇問い合わせ先 日経住まいのリフォーム博2006事務局
E-mail：info@reformhaku.jpＦＡＸ：03-5255-2860

り｣◆台東区景観ふれあいまつり景観シンポジウム｢したまち台東の景観とにぎわいづく
◇日 時：１２月１３日（水）１８：００～２０：００
◇会 場：台東区生涯学習センター・ミレニアムホール 参加費：無料 定員：３００名
◇プログラム
基調講演「変わる景観、守る町並み－したまち台東を考える」
講師：片山 和俊氏（東京藝術大学建築科 教授・建築家）/
パネルディスカッション「したまち台東の未来－景観とにぎわいづくり」

◇申込方法：住所・氏名・電話番号を明記し、ＦＡＸ、Ｅ-ｍａｉｌのいずれかで下記へお
申し込みください。

◇申込み先：台東区まちづくり推進課 ＦＡＸ：０３-５２４６-１３６９
machi@city.taito.tokyo.jpE-mail：

※詳しくはコア東京１１月号で掲載します。

行政ニュース
◆建築士法など一括改正案/きょう閣議決定
政府は２４日、耐震強度偽装事件の再発防止に向け、建築士法、建築基準法、建設業法の一

括改正案となる「建築士法等の一部を改正する法律案」を閣議決定する。一括改正法案は、公
布から２年以内に段階的に施行する。建築士法の建築士に対する定期講習を実施する機関の登
録制度については、１年６カ月以内に施行する予定。

「構造設計一級建築士」「設備設計一級建築士」
高度な専門能力をもつ建築士による構造計算、設備設計の適正化を図るための新資格として

創設する「構造設計一級建築士」「設備設計一級建築士」の認定については、講習の受講や認
定手続きなどを経なければならないため、公布から２年６カ月以内の施行を予定している。建
築士法の改正では、一級建築士の中から構造、設備設計の分野で高度な専門能力を持つ一級建
築士を、構造設計一級建築士、設備設計一級建築士として新たに認定する制度を創設し、一定
規模以上の建築物は両一級建築士による法適合性のチェックを義務付け、チェックされていな
い場合は建築確認申請の受理を禁止する。

改正案では、構造設計一級建築士が法適合性チェックする建築物の規模はＲＣ造で高さ２０
ｍ超など、設備設計一級建築士は、３階建て以上で床面積が５０００㎡超としている。

新設する一級建築士の要件としては、５年以上構造、設備設計業務に従事し、国土交通省大
臣の登録を受けた講習機関の講習課程を修了していることなどを設定。建築士の資質、能力の
向上に向けては、３－５年ごとの定期講習を義務付けたほか、学歴要件や実務経験要件の適正
化を図った上で建築士試験の受験資格を見直している。

建築基準法の改正では、新設する構造、設備の一級建築士による法適合性チェックが実施さ
れていない場合、建築主事が建築確認申請書を受理することを禁止する。

１０月２４日付 日刊建設通信新聞
※詳しくは、本会ホームページ「ニュース・コーナー」をご覧下さい。

◆平成１８年度宿泊施設バリアフリー化助成金（追加募集）
この助成金は、都内宿泊施設のバリアフリー化への取り組みを支援することにより、
高齢者や障害をお持ちの方などが、宿泊施設を安全かつ円滑に利用できるよう、受入体
制の整備を促進することを目的としています。
◇内 容 都内宿泊施設（ホテル・旅館等）がバリアフリー化のための施設整備

（改修等）を行う場合に、費用の一部を助成します。
◇助成金額 助成対象経費の１／２以内で５００万円を限度とします。
◇申請受付 平成１８年１１月３０日（木）まで
※なお、予定の助成総額に達した場合は、１１月３０日以前であっても、申請の受
付を終了することがありますので、予めご了承ください。

＜申請受付窓口・お問い合わせ先＞
東京都 産業労働局 観光部 振興課 地域振興係
電話 ０３－５３２０－４７６８（直通）

http://www.kanko.metro.tokyo.jp/※詳しい案内は、ホームページをご覧ください。

委 員 会 情 報
◆会員法律相談のお知らせ／会員委員会

１１月の会員法律相談は、１１月８日（水）１０：００から行います。
お申し込みは事務局までご連絡ください。

事務局からお知らせ
◇新春交礼会 １月１６日(火) １８:００～２０:００(受付：１７:３０)京王プラザホテル


